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青
森
県
議
会
第
三
百
二
十
三
回
定
例
会
会
議
録 

第
一
号 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
九
月
十
七
日
（
水
）
議
事
日
程 

第
一
日 

午
前
十
時
三
十
分
開
議 

 

第
一
、
議
席
の
一
部
変
更 

 

第
二
、
会
期
決
定 

 

第
三
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名 

 

第
四
、
議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
二
十
四
号
ま
で
及
び
報
告
第
一
号
か
ら
報
告

第
二
十
六
号
ま
で
に
つ
い
て
の
知
事
提
案
理
由
説
明 

 

第
五
、
会
計
管
理
者
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て
の
説
明 

 

第
六
、
県
土
整
備
部
長
の
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
決
算
及
び
青
森
県
下

水
道
事
業
会
計
決
算
に
つ
い
て
の
説
明 

 

第
七
、
病
院
事
業
管
理
者
の
青
森
県
病
院
事
業
会
計
決
算
に
つ
い
て
の
説
明 

 

第
八
、
監
査
委
員
の
決
算
及
び
基
金
の
審
査
結
果
及
び
意
見
に
つ
い
て
の
報
告 

 

第
九
、
議
長
休
会
提
議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件 

 

第
一
、
議
席
の
一
部
変
更 

 

第
二
、
会
期
決
定 

 

第
三
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名 

 

第
四
、
議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
二
十
四
号
ま
で
及
び
報
告
第
一
号
か
ら
報
告

第
二
十
六
号
ま
で
に
つ
い
て
の
知
事
提
案
理
由
説
明 

 

第
五
、
会
計
管
理
者
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て
の
説
明 

 

第
六
、
県
土
整
備
部
長
の
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
決
算
及
び
青
森
県
下

水
道
事
業
会
計
決
算
に
つ
い
て
の
説
明 

 

第
七
、
病
院
事
業
管
理
者
の
青
森
県
病
院
事
業
会
計
決
算
に
つ
い
て
の
説
明 

 

第
八
、
監
査
委
員
の
決
算
及
び
基
金
の
審
査
結
果
及
び
意
見
に
つ
い
て
の
報
告 

 

第
九
、
議
長
休
会
提
議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
三
十
分
開
会 

出 

席 

議 

員 

四
十
八
名 

 

議 
 

長 

工 

藤 

慎 

康 

一 
 

番 

工 

藤 

慎 

康 
 
 

二 
 

番 

工 

藤 

貴 

弘 

三 
 

番 

井 

本 

貴 

之 
 
 

四 
 

番 

工 

藤 

悠 

平 

五 
 

番 

小
笠
原 

大 

佑 
 
 

六 
 

番 

夏 

堀 

嘉
一
郎 

七 
 

番 

大 

澤 

祥 

宏 
 
 

八 
 

番 

北 

向 

由 

樹 

九 
 

番 

大 

平 

陽 

子 
 
 

十  
 

番 

斉 

藤 

孝 

昭 

十 

一 

番 

夏 

坂 
 
 

修 
 
 

十 

二 

番 

後 

藤 

清 

安 

十 

三 

番 

吉 

田 

ゆ
か
り 

 
 

十 

四 

番 

大 

澤 

敏 

彦 

十 

五 

番 

成 

田 

陽 

光 
 
 

十 

六 

番 

福 

士 

直 

治 

十 

七 

番 

大 

崎 

光 

明 
 
 

十 

八 

番 

木 

明 

和 

人 

十 

九 

番 

和 

田 

寛 

司 
 
 

二 

十 

番 

小
比
類
巻 

正
規 

二
十
一
番 

菊 

池 
 
 

勲 
 
 

二
十
二
番 

高 

畑 

紀 

子 

二
十
三
番 

鶴
賀
谷 

 
 

貴 
 
 

二
十
四
番 

田 

端 

深 

雪 

二
十
五
番 

吉 

俣 
 
 

洋 
 
 

二
十
六
番 

谷 

川 

政 

人 

二
十
七
番 

花 

田 

栄 

介 
 
 

二
十
八
番 

齊 

藤 
 
 

爾 
二
十
九
番 

寺 

田 

達 

也 
 
 

三 

十 

番 

蛯 

沢 

正 

勝 

三
十
一
番 

高 

橋 

修 

一 
 
 

三
十
二
番 

夏 

堀 

浩 

一 

三
十
三
番 
櫛 

引 

ユ
キ
子 

 
 

三
十
四
番 

今 
 
 
 
 

博 

三
十
五
番 

川 
村 

 
 

悟 
 
 

三
十
六
番 

安 

藤 

晴 

美 

令

和

七

年 

九 
 
 

月 
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三
十
七
番 

山 

谷 

清 

文 
 
 

三
十
八
番 

丸 

井 
 
 

裕 

三
十
九
番 

山 

田 
 
 

知 
 
 

四 

十 

番 

三 

橋 

一 

三 

四
十
一
番 

工 

藤 

兼 

光 
 
 

四
十
二
番 

森 

内 

之
保
留 

四
十
三
番 

清 

水 

悦 

郎 
 
 

四
十
四
番 

阿 

部 

広 

悦 
四
十
五
番 

田 

中 

順 

造 
 
 

四
十
六
番 

田
名
部 

定 

男 

四
十
七
番 
伊 

吹 

信 

一 
 
 

四
十
八
番 

鹿 

内 
 
 

博 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
席
事
務
局
職
員 

局 
 

長 

工 

藤 
康 
成 

 
 

次 
 

長 

伊 

藤 

敏 

文 

議
事
課
長 

角 

田 

正 
人 

 
 

副 

参 

事 

鳴 

海 
 
 

康 

総
括
主
幹 

下 

村 

恭 

子 
 
 

総
括
主
幹
専
門
員 

中 

野 

弥
寿
喜 

主 
 

幹 

山 

口 

友 

一 
 
 

主 
 

査 

中 

畑 

祥 

将 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者 

知 
 
 
 

事 

宮 

下 

宗
一
郎 

 

副 
 

知 
 

事 

小 

谷 

知 

也 

 

副 
 

知 
 

事 

奥 

田 

忠 

雄 

 

総

務

部

長 

澤 
 
 

純 

市 

 

財

務

部

長 

千 

葉 

雄 

文 

 

総
合
政
策
部
長 

後 

村 

文 

子 

 

こ
ど
も
家
庭
部
長 

若 

松 

伸 

一 

 

交
通
・
地
域
社
会
部
長 

舩 

木 

久 

義 

 

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
長 

豊 

島 

信 

幸 

 

健
康
医
療
福
祉
部
長 

守 

川 

義 

信 

 

経
済
産
業
部
長 

上 

沢 

謙 

一 

 

観
光
交
流
推
進
部
長 

齋 

藤  

直 

樹 

 

農
林
水
産
部
長 

成 

田 

澄 

人 

 

県
土
整
備
部
長 

新 

屋 

孝 

文 

 

危
機
管
理
局
長 

𥱋 

田 
 
 

潮 

 

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
長  

出 

﨑 

和 

夫 

 

会
計
管
理
者 

小 

坂 

秀 

滋 

 

病
院
事
業
管
理
者 

大 

山 
 
 

力 
 

病

院

局

長 

田 

口 
 
 

晋 

 

教 

育 

長 

風 

張 

知 

子 
 

教

育

次

長 

早 

野 

英 

明 

 

公
安
委
員
長 

横 

町 

俊 

明 

 

警
察
本
部
長 

安 

田 

貴 

司 
 

警

務

部

長 

中 

村 
 
 

誠 

 

監

査

委

員 

佐
々
木 

知 

彦 
 

監
査
委
員
事
務
局
長 

松 

田 
 
 

大 

 

人
事
委
員
長 

奥 

崎 

栄 

一 
 

人
事
委
員
会
事
務
局
長 

工 

藤 

正 

明 

 

選
挙
管
理
委
員
長 

鶴 

岡 

真 

治 
 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
長 

平 

尾 

悠 

樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

開

会

宣

告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
よ
り
第
三
百
二
十
三
回
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

新

任

者

紹

介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

日
程
に
先
立
ち
、
新
任
者
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。―

新

屋
孝
文
県
土
整
備
部
長
。 

○
県
土
整
備
部
長
（
新
屋
孝
文
） 

七
月
一
日
付
で
県
土
整
備
部
長
を
拝
命
い
た
し

ま
し
た
新
屋
と
い
い
ま
す
。 

 
県
民
の
皆
様
の
安
全
・
安
心
、
そ
し
て
、
暮
ら
し
と
未
来
を
支
え
る
県
土
づ
く
り

の
た
め
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
の
御
指
導
と
御

鞭
撻
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

安
田
貴
司
警
察
本
部
長
。 

○
警
察
本
部
長
（
安
田
貴
司
） 

九
月
八
日
付
で
警
察
本
部
長
に
着
任
い
た
し
ま
し
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た
安
田
貴
司
と
申
し
ま
す
。 

 

安
全
・
安
心
を
実
感
で
き
る
青
森
県
の
実
現
に
向
け
て
、
警
察
職
員
と
と
も
に
一

丸
と
な
っ
て
尽
力
し
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
議
員
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
御
指
導
、
御
鞭
撻
の
ほ
ど
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

日
程
に
入
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 
議

席

の

一

部

変

更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 
議
席
の
一
部
変
更
を
行
い
ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
配

付
し
て
あ
り
ま
す
議
席
図
の
と
お
り
議
席
を
変
更
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                            

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

議　　　席　　　図
（Ｒ７．９．１７　　第３２３回定例会～）

鹿

内

伊

吹

田

名

部

田

中

阿

部

清

水 (兼)

安

藤

川

村

今

䬤 夏

堀

高

橋

森

内

工

藤

三

橋

山

田

丸

井

山

谷

吉

俣

田

端

鶴

賀

谷

高

畑

引 (浩) (爾)

小

比

類

巻

蛯

沢

寺

田

齊

藤

花

田

谷

川

大

澤

(敏)

吉

田

後

藤

夏

坂

斉

藤

大

平

菊

池

和

田

木

明

大

崎

福

士

成

田

工

藤

工

藤

(孝) (祥) (嘉) (悠) (貴) (慎)

北

向

大

澤

夏

堀

小

笠

原

工

藤

井

本

速記

演　壇

各種委員会
知事部局局　長 議　　　長

議会事務局



- 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

会

期

決

定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
会
期
は
、
本
日
か
ら
十
月
六
日
ま
で
の
二
十
日
間
と
い
た

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
会
期
は
、
本
日
か

ら
十
月
六
日
ま
で
の
二
十
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

会
議
録
署
名
議
員
指
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

会
議
録
署
名
議
員
に
、
七
番
大
澤
祥
宏
議
員
、
十
九
番
和
田
寛
司
議
員
、
三
十
二

番
夏
堀
浩
一
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

議
案
上
程
及
び
提
案
理
由
説
明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

知
事
よ
り
、
議
案
等
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
配
付
し
て
お
り
ま
す
。
《
登
載
省
略
》 

 

議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
二
十
四
号
ま
で
及
び
報
告
第
一
号
か
ら
報
告
第
二
十

六
号
ま
で
を
一
括
議
題
と
し
、
知
事
の
説
明
を
求
め
ま
す
。―

知
事
。 

○
知
事
（
宮
下
宗
一
郎
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
日
こ
こ
に
、
県
議
会
第
三
百
二
十
三
回
定
例
会
の
開
会
に
当
た
り
、
上
程
さ
れ

ま
し
た
議
案
の
主
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
、
御
審
議

の
参
考
に
供
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
議
案
第
一
号
「
令
和
七
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算
案
」
に
つ
い
て

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
当
初
予
算
編
成
後
の
事
態
の
推
移
等
に
対
処
し
つ
つ
、
県

民
の
皆
様
の
声
を
踏
ま
え
、「
米
価
高
騰
を
は
じ
め
と
し
た
物
価
高
へ
の
対
応
」「
産

業
・
交
流
を
支
え
る
基
盤
等
の
充
実
強
化
」
「
こ
ど
も
等
の
学
び
を
支
え
る
教
育
環

境
の
整
備
」
の
三
つ
を
柱
と
し
て
、
所
要
の
予
算
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
い
た
し
ま

し
た
。 

 

ま
た
、
公
共
事
業
及
び
国
庫
補
助
事
業
等
に
つ
い
て
、
国
か
ら
の
割
当
見
込
額
等

に
基
づ
き
事
業
費
の
補
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
結
果
、
今
回
の
補
正
予
算
額
は
、
歳
入
歳
出
と
も
二
十
三
億
九
千
二
百
八
十

万
円
余
と
な
り
、
こ
れ
と
既
決
予
算
額
と
を
合
計
い
た
し
ま
す
と
、
令
和
七
年
度
青

森
県
一
般
会
計
の
予
算
規
模
は
七
千
百
二
十
四
億
二
千
万
円
余
と
な
り
ま
す
。 

 

以
下
、
計
上
の
主
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
三
つ
の
柱
に
沿
っ
て
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

一
つ
目
の
柱
は
「
米
価
高
騰
を
は
じ
め
と
し
た
物
価
高
へ
の
対
応
」
で
あ
り
ま
す
。 

 

昨
年
来
、
主
食
で
あ
る
米
の
価
格
が
全
国
的
に
高
騰
し
、
現
在
に
お
い
て
も
依
然

と
し
て
高
止
ま
り
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
「
＃
あ

お
ば
な
」
な
ど
に
お
い
て
、
子
育
て
世
帯
の
方
々
か
ら
食
費
負
担
が
特
に
大
き
く
な

っ
て
い
る
と
の
切
実
な
声
を
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
声
を
踏
ま
え
、
県
民

の
皆
様
に
寄
り
添
う
県
独
自
の
支
援
策
と
し
て
、
十
八
歳
ま
で
の
子
供
を
持
つ
全
て

の
世
帯
に
対
し
、
県
産
米
の
購
入
に
使
え
る
電
子
ク
ー
ポ
ン
等
を
提
供
す
る
こ
と
と

い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
電
子
ク
ー
ポ
ン
等
を
活
用
し
て
、
子
供
た
ち
に
お
い
し
い
県

産
米
を
食
べ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
物
価
高
が
長
期
化
す
る
中
、
事
業
者
や
関
係
団
体
の
方
々
か
ら
物
価
の
上

昇
分
を
速
や
か
に
価
格
等
に
転
嫁
で
き
な
い
と
の
声
も
い
た
だ
い
て
お
り
、
原
料
と

な
る
酒
米
が
高
騰
し
て
い
る
酒
蔵
、
公
定
価
格
を
上
回
る
負
担
が
生
じ
て
い
る
医

療
・
福
祉
施
設
、
暑
熱
対
策
に
よ
り
電
気
料
負
担
が
大
き
い
酪
農
経
営
者
、
燃
油
高

騰
等
の
影
響
を
強
く
受
け
る
漁
業
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
国
の
電
気
・
ガ
ス
料
金
支
援
の
対
象
と
な
ら
な
い
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
や
特
別
高
圧
電

気
料
金
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
や
企
業
の
光
熱
費
負
担
の
軽
減
を
図
る
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こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

 

二
つ
目
の
柱
は
「
産
業
・
交
流
を
支
え
る
基
盤
等
の
充
実
強
化
」
で
す
。 

 
昨
年
十
二
月
か
ら
の
豪
雪
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
本
県
の
リ
ン
ゴ
園
に

つ
い
て
は
、
現
地
視
察
や
生
産
者
の
皆
様
と
の
意
見
交
換
を
重
ね
な
が
ら
、
園
地
の

復
旧
を
最
優
先
に
支
援
等
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
生
産
者
の
皆
様
の
迅
速
な
対
応
と

御
努
力
に
よ
り
営
農
は
再
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
被
害
を
受
け
た
樹
体
の
改
植
に

必
要
な
苗
木
が
不
足
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
リ
ン
ゴ
園
の
復
旧

に
必
要
な
苗
木
の
緊
急
的
な
増
産
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
将
来
に
わ
た
る
苗
木
の

安
定
供
給
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

あ
わ
せ
て
、
今
月
十
二
日
に
日
本
の
音
楽
シ
ー
ン
を
牽
引
す
る
ポ
ッ
プ
ロ
ッ
ク
バ

ン
ド
「
Ｍ
ｒ
ｓ
．
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ 

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｌ
Ｅ
」
を
青
森
グ
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
ル
大
使

に
任
命
す
る
と
と
も
に
、
今
月
十
三
日
に
は
青
森
リ
ン
ゴ
産
業
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ

ン
と
な
る
青
森
り
ん
ご
総
合
戦
略
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
リ
ン
ゴ
植
栽
百
五
十

周
年
を
機
に
、
こ
れ
か
ら
も
国
内
外
か
ら
評
価
さ
れ
る
リ
ン
ゴ
産
地
で
あ
り
続
け
ら

れ
る
よ
う
生
産
力
と
販
売
力
を
一
層
強
化
し
て
い
き
ま
す
。 

 

陸
奥
湾
養
殖
ホ
タ
テ
ガ
イ
に
つ
い
て
は
、
採
苗
不
振
や
高
水
温
に
よ
る
へ
い
死
な

ど
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て
お
り
、
漁
業
者
の
皆
様
と
の
対
話
を

重
ね
な
が
ら
、
安
定
生
産
と
成
長
産
業
化
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
に
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
本
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
稚
貝
確
保
に
向
け
た
追
加
対
策
と

し
て
、
採
苗
体
制
の
強
化
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
漁
業
者
の
経
営
安
定
に
向
け
、

青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例
の
発
動
に
よ
り
、
金
融
面
か
ら
も

支
援
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

 

Ｇ
Ｘ
青
森
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
組
を
加
速
化
さ
せ
る
た
め
、
新
た
に
住
宅
や
工

場
等
へ
の
太
陽
光
発
電
設
備
や
蓄
電
池
の
導
入
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
設
け
、
五
年

間
で
集
中
的
に
普
及
拡
大
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

 

青
森
空
港
有
料
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
混
雑
緩
和
対
策
と
し
て
駐
車
区
画
の
増
設

等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
ほ
か
、
青
森
市
が
行
う
青
森
市
屋
内
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
サ
ン
ド
ー
ム
）
の
移
転

整
備
に
対
し
て
協
力
す
る
費
用
の
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

 

三
つ
目
の
柱
は
「
こ
ど
も
等
の
学
び
を
支
え
る
教
育
環
境
の
整
備
」
で
す
。 

 

下
北
地
区
統
合
校
に
つ
い
て
は
、
子
供
た
ち
の
学
習
環
境
の
充
実
を
図
る
こ
と
を

第
一
に
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
地
域
の
方
々
に
丁
寧
に
説
明
し
、
理
解
を
得
な
が

ら
新
た
な
整
備
方
針
の
検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
本
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
新

校
舎
の
建
設
と
既
存
校
舎
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
改
修
を
軸
と
し
た
新
た
な
整
備
計
画

に
基
づ
き
設
計
を
行
う
こ
と
と
し
、
当
初
の
計
画
に
よ
る
改
築
工
事
費
に
つ
い
て
は

減
額
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

 

検
討
を
進
め
て
き
た
公
立
夜
間
中
学
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
青
森
市
か
ら
令
和
九

年
四
月
に
開
設
す
る
意
向
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
本
県
に
お
け
る
様
々
な
背
景
を
持
つ

生
徒
の
就
学
機
会
の
充
実
に
寄
与
す
る
取
組
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
開
設
準

備
を
支
援
し
、
連
携
し
て
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
の
施
策
に
対

応
し
、
高
校
授
業
料
等
の
支
援
対
象
世
帯
の
所
得
制
限
の
撤
廃
や
低
所
得
世
帯
等
に

お
け
る
授
業
料
以
外
の
教
育
費
負
担
を
軽
減
す
る
給
付
金
の
拡
充
等
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
ほ
か
、
計
上
し
た
経
費
の
主
な
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
、
国
の
割
当
見
込
額

等
に
基
づ
き
追
加
す
る
公
共
事
業
関
係
費
、
原
子
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
県
民
会
議

の
設
置
に
要
す
る
経
費
、
医
療
施
設
等
へ
の
経
営
支
援
や
救
急
医
療
体
制
の
整
備
支

援
等
に
要
す
る
経
費
、
認
定
新
規
就
農
者
へ
の
経
営
開
始
資
金
等
に
要
す
る
経
費
、

農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
へ
の
ス
マ
ー
ト
農
業
機
械
の
導
入
支
援
に
要
す
る
経

費
な
ど
を
計
上
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
が
歳
出
予
算
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
歳
入
予
算
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
今
回
の
補
正
予
算
の
主
な
る
財
源
と
し
て
は
、
歳
出
と
の
関
連
等
に
お
い
て
、
国

庫
支
出
金
、
県
債
等
に
つ
い
て
、
増
減
額
を
調
整
の
上
、
計
上
し
た
ほ
か
、
普
通
交

付
税
五
億
二
千
三
百
二
十
万
円
余
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
ほ
か
、
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
の
主
な
る
も
の
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。 
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議
案
第
二
号
か
ら
議
案
第
四
号
ま
で
は
、
特
別
会
計
一
件
及
び
企
業
会
計
二
件
の

予
算
補
正
に
係
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
条
例
案
に
つ
い
て
は
、
議
案
第
五
号
か
ら
議
案
第
十
一
号
ま
で
の
七
件
で
あ
り
ま

す
。 

 

そ
の
主
な
る
も
の
と
し
て
、
議
案
第
六
号
「
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
は
、
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に

つ
い
て
、
原
則
と
し
て
現
に
支
払
っ
た
額
に
基
づ
き
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
改

正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
案
第
八
号
「
青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
は
、
法
人
の
県

民
税
に
つ
い
て
法
人
税
割
の
税
率
の
特
例
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

 

議
案
第
十
一
号
「
青
森
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
は
、

県
が
管
理
す
る
道
路
に
係
る
沿
道
区
域
の
指
定
の
基
準
等
を
定
め
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

 

そ
の
他
の
議
案
は
、
議
案
第
十
二
号
か
ら
議
案
第
二
十
四
号
ま
で
の
十
三
件
、
報

告
案
件
は
二
十
六
件
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
主
な
る
も
の
と
し
て
、
議
案
第
十
九
号
「
青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
の
任
命

の
件
」
は
、
青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
横
町
俊
明
氏
の
任
期
が
来
る
十
月
七
日
を
も

っ
て
満
了
い
た
し
ま
す
の
で
、
後
任
の
委
員
と
し
て
同
氏
を
再
任
い
た
し
た
く
、
御

同
意
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
号
「
青
森
県
土
地
利
用
審
査
会
委
員
の
任
命
の
件
」
は
、
青
森
県
土

地
利
用
審
査
会
委
員
の
任
期
が
来
る
十
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
満
了
い
た
し
ま
す

の
で
、
後
任
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
御
同
意
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
一
号
か
ら
議
案
第
二
十
四
号
ま
で
の
四
件
は
、
令
和
六
年
度
の
決
算

の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
報
告
第
二
十
号
か
ら
報
告
第
二
十
四

号
ま
で
の
五
件
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、

令
和
六
年
度
の
決
算
に
係
る
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
報

告
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
比
率
も
早
期
健
全
化
基
準
ま
た
は
経
営
健
全
化
基

準
を
下
回
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
提
出
議
案
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
議
事
の
進
行
に
伴
い
、
御
質
問
に
応
じ
、
本
職
を
は
じ
め
関
係
者
か
ら
詳
細
に

御
説
明
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
原
案
の
と
お
り
御
議
決
、
御
同
意
並
び
に
御
認
定

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
の
説
明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

次
に
、
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て
、
会
計

管
理
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。―

会
計
管
理
者
。 

○
会
計
管
理
者
（
小
坂
秀
滋
） 

令
和
六
年
度
青
森
県
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の

歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

初
め
に
、
一
般
会
計
の
決
算
規
模
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

歳
入
歳
出
予
算
現
額
八
千
二
億
八
千
八
百
九
十
八
万
円
余
に
対
し
、
歳
入
決
算
額

は
七
千
三
百
十
億
四
千
九
百
十
八
万
円
余
、
歳
出
決
算
額
は
七
千
八
十
八
億
四
千
二

百
二
十
六
万
円
余
と
な
り
、
形
式
収
支
は
二
百
二
十
二
億
六
百
九
十
二
万
円
余
の
黒

字
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
形
式
収
支
額
の
う
ち
、
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源
百

七
十
五
億
八
千
九
百
五
十
一
万
円
余
を
差
し
引
い
た
実
質
収
支
も
四
十
六
億
千
七

百
四
十
万
円
余
の
黒
字
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
実
質
収
支
額
の
二
分
の
一
以

上
に
相
当
す
る
二
十
三
億
八
百
七
十
万
円
余
は
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
き
、
青
森
県

財
政
調
整
基
金
に
積
み
立
て
ら
れ
、
残
額
は
令
和
七
年
度
一
般
会
計
の
歳
入
に
組
み

入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
以
上
の
決
算
額
を
前
年
度
と
比
較
す
る
と
、
歳
入
に
お
い
て
は

八
十
八
億
五
千
五
十
八
万
円
余
、
率
に
し
て
一
・
二
三
％
増
加
し
、
歳
出
に
お
い
て

も
八
十
一
億
千
二
十
四
万
円
余
、
率
に
し
て
一
・
一
六
％
増
加
し
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
一
般
会
計
の
歳
入
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

歳
入
予
算
現
額
八
千
二
億
八
千
八
百
九
十
八
万
円
余
に
対
し
、
調
定
額
は
七
千
四

百
九
十
五
億
八
百
九
十
九
万
円
余
、
収
入
済
額
は
七
千
三
百
十
億
四
千
九
百
十
八
万
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円
余
、
不
納
欠
損
額
は
三
億
五
千
七
百
九
十
七
万
円
余
、
収
入
未
済
額
は
百
八
十
一

億
百
八
十
二
万
円
余
と
な
り
ま
し
た
。 

 
収
入
済
額
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
地
方
交
付
税
は
二
千
二
百
七
十
四
億
七
千
八
十
三
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す

る
と
三
億
五
千
三
百
七
十
六
万
円
余
、
率
に
し
て
〇
・
一
六
％
増
加
し
て
お
り
ま
す
。 

 

県
税
は
千
五
百
二
十
一
億
八
千
六
百
二
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
四
十

八
億
八
百
九
十
四
万
円
余
、
率
に
し
て
三
・
二
六
％
増
加
し
て
お
り
ま
す
。 

 

国
庫
支
出
金
は
千
二
百
三
億
四
千
七
百
四
十
九
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る

と
二
百
七
十
八
億
六
千
四
百
二
十
三
万
円
余
、
率
に
し
て
一
八
・
八
〇
％
減
少
し
て

お
り
ま
す
。 

 

県
債
は
四
百
九
十
七
億
千
九
百
万
円
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
八
億
八
千
百
万

円
、
率
に
し
て
一
・
八
〇
％
増
加
し
て
お
り
ま
す
。 

 

不
納
欠
損
額
は
三
億
五
千
七
百
九
十
七
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
一
億

六
千
二
百
七
十
四
万
円
余
、
率
に
し
て
三
一
・
二
五
％
減
少
し
て
お
り
ま
す
。 

 

収
入
未
済
額
は
百
八
十
一
億
百
八
十
二
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
一
億

七
千
八
百
一
万
円
余
、
率
に
し
て
〇
・
九
七
％
減
少
し
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
一
般
会
計
の
歳
出
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

歳
出
予
算
現
額
八
千
二
億
八
千
八
百
九
十
八
万
円
余
に
対
し
、
支
出
済
額
は
七
千

八
十
八
億
四
千
二
百
二
十
六
万
円
余
、
翌
年
度
繰
越
額
は
八
百
七
億
七
千
三
百
四
十

五
万
円
余
、
不
用
額
は
百
六
億
七
千
三
百
二
十
五
万
円
余
と
な
り
ま
し
た
。 

 

支
出
済
額
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

教
育
費
は
千
二
百
九
十
億
二
千
六
百
九
十
三
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と

七
十
四
億
九
千
百
七
十
五
万
円
余
、
率
に
し
て
六
・
一
六
％
増
加
し
て
お
り
ま
す
。 

 

民
生
費
は
千
百
十
三
億
五
千
八
十
九
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
九
億
八

千
三
百
九
十
八
万
円
余
、
率
に
し
て
〇
・
八
八
％
減
少
し
て
お
り
ま
す
。 

 

公
債
費
は
千
三
億
九
千
二
百
二
十
九
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
二
十
三

億
千
十
六
万
円
余
、
率
に
し
て
二
・
二
五
％
減
少
し
て
お
り
ま
す
。 

 

土
木
費
は
九
百
二
億
四
千
五
十
三
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
二
十
二
億

三
千
四
百
八
十
六
万
円
余
、
率
に
し
て
二
・
五
四
％
増
加
し
て
お
り
ま
す
。 

 

諸
支
出
金
は
六
百
三
十
八
億
六
千
二
百
三
十
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と

二
十
四
億
七
千
百
三
十
三
万
円
余
、
率
に
し
て
四
・
〇
三
％
増
加
し
て
お
り
ま
す
。 

 

翌
年
度
繰
越
額
は
八
百
七
億
七
千
三
百
四
十
五
万
円
余
で
、
前
年
度
と
比
較
す
る

と
五
十
四
億
三
千
五
百
八
十
六
万
円
余
、
率
に
し
て
七
・
二
二
％
増
加
し
て
お
り
ま

す
。 

 

以
上
が
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
特
別
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

特
別
会
計
は
、
青
森
県
公
債
費
特
別
会
計
を
は
じ
め
と
す
る
十
三
の
特
別
会
計
の

合
計
額
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

特
別
会
計
の
決
算
額
は
、
歳
入
歳
出
予
算
現
額
二
千
八
百
十
五
億
九
千
六
百
九
十

五
万
円
余
に
対
し
、
歳
入
決
算
額
は
二
千
八
百
七
十
億
五
千
五
百
二
十
二
万
円
余
、

歳
出
決
算
額
は
二
千
七
百
四
十
七
億
四
千
三
百
九
十
一
万
円
余
、
歳
入
歳
出
差
引
額

は
百
二
十
三
億
千
百
三
十
一
万
円
余
と
な
り
、
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源
八
千

四
百
四
十
五
万
円
余
を
差
し
引
い
た
実
質
収
支
額
は
百
二
十
二
億
二
千
六
百
八
十

五
万
円
余
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
実
質
収
支
額
は
、
特
別
会
計
ご
と
に
令
和
七
年

度
の
歳
入
に
組
み
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

歳
出
の
増
減
の
主
な
も
の
と
し
て
、
青
森
県
公
債
費
特
別
会
計
が
百
二
億
七
百
六

十
五
万
円
余
の
減
少
、
青
森
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
が
二
十
六
億
五
千
四
百
二

十
四
万
円
余
の
減
少
、
青
森
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
が
十
億
六
千
四
百
二
十
二

万
円
余
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

収
入
未
済
額
は
三
億
七
百
五
十
七
万
円
余
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

翌
年
度
繰
越
額
は
一
億
七
千
八
百
二
十
八
万
円
余
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
以
上
、
令
和
六
年
度
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
の
概
要
に
つ

い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
決
算
及
び 

 
 
 
 
 
 
 
 

青
森
県
下
水
道
事
業
会
計
決
算
の
説
明 
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○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

次
に
、
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
決
算
及
び
青
森
県

下
水
道
事
業
会
計
決
算
に
つ
い
て
、
県
土
整
備
部
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。―

県

土
整
備
部
長
。 

○
県
土
整
備
部
長
（
新
屋
孝
文
） 

令
和
六
年
度
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
の

決
算
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

初
め
に
、
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
実
績
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

八
戸
工
業
用
水
道
の
料
金
対
象
使
用
水
量
は
、
予
算
目
標
一
億
千
百
十
六
万
千
七

百
四
十
立
方
メ
ー
ト
ル
に
対
し
、
給
水
実
績
は
一
億
千
百
三
十
八
万
六
千
五
百
八
十

立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
そ
の
達
成
率
は
一
〇
〇
・
二
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
損
益
計
算
書
に
お
け
る
収
益
的
収
入
及
び
収
益
的
支
出
に
つ
い
て
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

八
戸
工
業
用
水
道
の
収
益
的
収
入
及
び
収
益
的
支
出
は
、
収
益
的
収
入
八
億
二
千

五
百
二
万
円
余
に
対
し
、
収
益
的
支
出
七
億
二
千
四
百
四
万
円
余
と
な
り
、
差
引
き

一
億
九
十
七
万
円
余
の
純
利
益
を
生
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
純
利
益
は
、
地
方
公
営

企
業
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
改
良
積
立
金
一
億
九
十
七
万

円
余
と
し
て
積
み
立
て
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
、
令
和
六
年
度
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
の
決
算
の
概
要
に
つ
い
て
御

説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 

次
に
、
令
和
六
年
度
青
森
県
下
水
道
事
業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

初
め
に
、
下
水
道
事
業
の
処
理
水
量
の
実
績
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

岩
木
川
流
域
下
水
道
事
業
に
お
い
て
は
、
岩
木
川
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
処
理

水
量
は
二
千
六
百
五
十
一
万
五
千
百
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
前
年
度
の
実
績

と
比
較
し
ま
す
と
、
率
に
し
て
五
・
〇
％
減
少
し
て
お
り
ま
す
。 

 

馬
淵
川
流
域
下
水
道
事
業
に
お
い
て
は
、
馬
淵
川
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
処
理

水
量
は
五
百
二
十
二
万
五
千
八
十
四
立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
前
年
度
の
実
績
と
比

較
し
ま
す
と
、
率
に
し
て
二
・
二
％
減
少
し
て
お
り
ま
す
。 

 

十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
に
お
い
て
は
、
十
和
田
湖
浄
化
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
処
理
水
量
は
十
四
万
二
千
二
百
四
十
立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
前
年

度
の
実
績
と
比
較
し
ま
す
と
、
率
に
し
て
八
・
八
％
減
少
し
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
損
益
計
算
書
に
お
け
る
収
益
的
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

岩
木
川
流
域
下
水
道
事
業
及
び
馬
淵
川
流
域
下
水
道
事
業
を
合
わ
せ
た
流
域
下

水
道
事
業
の
収
益
的
収
入
及
び
支
出
は
、
収
益
的
収
入
四
十
四
億
千
百
八
十
万
円
余

に
対
し
、
収
益
的
支
出
四
十
四
億
六
百
三
十
六
万
円
余
と
な
り
、
差
引
き
五
百
四
十

四
万
円
余
の
純
利
益
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

 

十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
の
収
益
的
収
入
及
び
支
出
は
、
収
益

的
収
入
三
億
三
千
七
百
九
十
六
万
円
余
に
対
し
、
収
益
的
支
出
三
億
二
千
八
百
七
十

五
万
円
余
と
な
り
、
差
引
き
九
百
二
十
万
円
余
の
純
利
益
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

 

流
域
下
水
道
事
業
及
び
十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
を
合
わ
せ

ま
す
と
、
収
益
的
収
入
四
十
七
億
四
千
九
百
七
十
七
万
円
余
に
対
し
、
収
益
的
支
出

四
十
七
億
三
千
五
百
十
二
万
円
余
と
な
り
、
差
引
き
千
四
百
六
十
四
万
円
余
の
純
利

益
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
、
令
和
六
年
度
青
森
県
下
水
道
事
業
会
計
の
決
算
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明

申
し
上
げ
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

青
森
県
病
院
事
業
会
計
決
算
の
説
明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

次
に
、
青
森
県
病
院
事
業
会
計
決
算
に
つ
い
て
、
病
院
事

業
管
理
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。―

病
院
事
業
管
理
者
。 

○
病
院
事
業
管
理
者
（
大
山 

力
） 

令
和
六
年
度
青
森
県
病
院
事
業
建
設
改
良
積

立
金
の
目
的
外
使
用
及
び
令
和
六
年
度
青
森
県
病
院
事
業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
、

そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

初
め
に
、
令
和
六
年
度
青
森
県
病
院
事
業
建
設
改
良
積
立
金
の
目
的
外
使
用
に
つ

い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 
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令
和
六
年
度
末
に
お
け
る
病
院
事
業
会
計
の
未
処
理
欠
損
金
二
十
八
億
百
八
十

五
万
円
余
に
つ
い
て
、
建
設
改
良
積
立
金
を
も
っ
て
補
塡
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
次
に
、
令
和
六
年
度
青
森
県
病
院
事
業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

ま
ず
、
診
療
実
績
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

県
立
中
央
病
院
に
お
い
て
は
、
延
べ
患
者
数
は
、
入
院
十
七
万
九
千
五
百
八
人
、

外
来
二
十
九
万
七
千
四
百
五
十
八
人
、
合
計
四
十
七
万
六
千
九
百
六
十
六
人
と
な

り
、
前
年
度
の
実
績
と
比
較
し
ま
す
と
、
入
院
は
三
千
三
百
八
十
四
人
、
率
に
し
て

一
・
九
％
増
加
し
、
外
来
は
二
千
七
百
七
十
人
、
率
に
し
て
〇
・
九
％
増
加
し
て
お

り
ま
す
。 

 

県
立
つ
く
し
が
丘
病
院
に
お
い
て
は
、
延
べ
患
者
数
は
、
入
院
三
万
四
千
八
百
四

十
三
人
、
外
来
二
万
九
千
七
百
六
十
四
人
、
合
計
六
万
四
千
六
百
七
人
と
な
り
、
前

年
度
の
実
績
と
比
較
し
ま
す
と
、
入
院
は
百
三
十
五
人
、
率
に
し
て
〇
・
四
％
減
少

し
、
外
来
は
三
百
二
十
四
人
、
率
に
し
て
一
・
一
％
減
少
し
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
損
益
計
算
書
に
お
け
る
収
益
的
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

県
立
中
央
病
院
に
お
い
て
は
、
病
院
事
業
収
益
三
百
六
億
四
千
六
百
一
万
円
余
に

対
し
、
病
院
事
業
費
用
は
三
百
三
十
三
億
三
百
九
十
二
万
円
余
と
な
り
、
収
益
費
用

差
引
き
二
十
六
億
五
千
七
百
九
十
万
円
余
の
純
損
失
を
生
じ
、
当
年
度
末
に
お
け
る

未
処
理
欠
損
金
は
、
純
損
失
と
同
額
の
二
十
六
億
五
千
七
百
九
十
万
円
余
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。 

 

収
益
の
主
な
も
の
は
、
入
院
収
益
百
六
十
七
億
百
八
十
一
万
円
余
、
外
来
収
益
九

十
九
億
二
千
五
百
四
十
二
万
円
余
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
費
用
の
主
な
も
の
は
、
給

与
費
百
二
十
九
億
九
千
七
百
五
十
七
万
円
余
、
材
料
費
百
二
十
二
億
四
千
五
百
七
十

五
万
円
余
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

県
立
つ
く
し
が
丘
病
院
に
お
い
て
は
、
病
院
事
業
収
益
十
六
億
八
千
三
百
三
十
七

万
円
余
に
対
し
、
病
院
事
業
費
用
は
十
八
億
二
千
七
百
三
十
二
万
円
余
と
な
り
、
収

益
費
用
差
引
き
一
億
四
千
三
百
九
十
五
万
円
余
の
純
損
失
を
生
じ
、
当
年
度
末
に
お

け
る
未
処
理
欠
損
金
は
、
純
損
失
と
同
額
の
一
億
四
千
三
百
九
十
五
万
円
余
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。 

 

収
益
の
主
な
も
の
は
、
入
院
収
益
六
億
三
千
六
百
四
万
円
余
、
外
来
収
益
三
億
百

七
十
二
万
円
余
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
費
用
の
主
な
も
の
は
、
給
与
費
十
一
億
千
六

百
三
十
二
万
円
余
、
経
費
三
億
二
千
百
六
十
九
万
円
余
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

県
立
中
央
病
院
及
び
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院
を
合
わ
せ
た
病
院
事
業
会
計
と
し

て
は
、
病
院
事
業
収
益
三
百
二
十
三
億
二
千
九
百
三
十
九
万
円
余
に
対
し
、
病
院
事

業
費
用
は
三
百
五
十
一
億
三
千
百
二
十
五
万
円
余
と
な
り
、
収
益
費
用
差
引
き
二
十

八
億
百
八
十
五
万
円
余
の
純
損
失
を
生
じ
、
当
年
度
末
に
お
け
る
未
処
理
欠
損
金

は
、
純
損
失
と
同
額
の
二
十
八
億
百
八
十
五
万
円
余
と
な
り
ま
し
た
が
、
初
め
に
御

説
明
い
た
し
ま
し
た
と
お
り
、
建
設
改
良
積
立
金
を
補
塡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
令
和

七
年
度
へ
の
繰
越
欠
損
金
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 

以
上
、
令
和
六
年
度
の
病
院
事
業
建
設
改
良
積
立
金
の
目
的
外
使
用
及
び
病
院
事

業
会
計
の
決
算
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

決
算
及
び
基
金
の
審
査
結
果
・
意
見
の
報
告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

次
に
、
決
算
及
び
基
金
の
審
査
結
果
及
び
意
見
に
つ
い
て
、

監
査
委
員
の
報
告
を
求
め
ま
す
。―

監
査
委
員
。 

○
監
査
委
員
（
佐
々
木
知
彦
） 

令
和
六
年
度
の
青
森
県
歳
入
歳
出
決
算
等
の
審
査

に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

審
査
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
監
査
基
準
に
準
拠
し
、
計
数
の
正
確
性
、
会
計
処
理

の
適
法
性
、
予
算
執
行
の
計
画
性
、
効
率
性
、
財
産
の
管
理
運
用
の
適
法
性
、
効
率

性
な
ど
に
重
点
を
置
き
、
実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

 

審
査
の
結
果
、
歳
入
歳
出
決
算
書
等
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
、
そ

の
計
数
は
証
書
類
等
と
符
合
し
て
お
り
、
正
確
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
予
算
の
執
行
、
会
計
事
務
の
処
理
、
財
産
の
管
理
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

一
部
に
留
意
改
善
を
要
す
る
事
項
が
見
受
け
ら
れ
た
も
の
の
、
お
お
む
ね
適
正
に
行
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わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

以
下
、
審
査
意
見
書
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
ま
ず
、
歳
入
歳
出
決
算
と
財
政
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
で
す
。 

 
本
県
財
政
は
、
財
政
構
造
改
革
が
着
実
に
進
め
ら
れ
、
健
全
化
判
断
比
率
等
の
改

善
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

今
後
と
も
、
社
会
環
境
の
変
化
や
複
雑
化
、
高
度
化
す
る
行
政
課
題
に
対
応
す
る

た
め
、
行
財
政
改
革
を
推
進
し
、
青
森
県
基
本
計
画
「
青
森
新
時
代
」
へ
の
架
け
橋

に
掲
げ
る
政
策
が
着
実
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
財
政
健
全
性
を
確
保
し
、
持
続
可
能

な
財
政
基
盤
の
確
立
を
図
る
と
と
も
に
、
適
切
な
予
算
の
編
成
と
執
行
が
行
わ
れ
る

よ
う
要
望
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
留
意
改
善
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
財
務
事
務
の
適
正
執
行
に
向
け
て
、
引
き
続
き
、
歳
入
に
つ
い
て
収
入
未

済
の
縮
減
を
図
る
と
と
も
に
、
歳
出
と
財
産
に
つ
い
て
事
務
処
理
の
適
正
化
を
推
進

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
内
部
統
制
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
組

織
体
制
の
充
実
を
図
り
、
指
導
監
督
を
強
化
す
る
な
ど
、
内
部
統
制
を
推
進
し
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

次
に
、
令
和
六
年
度
の
青
森
県
市
町
村
振
興
基
金
と
青
森
県
土
地
開
発
基
金
の
運

用
状
況
に
つ
い
て
で
す
。 

 

審
査
の
結
果
、
両
基
金
と
も
運
用
状
況
を
示
す
書
類
の
計
数
は
正
確
で
あ
り
、
設

置
の
目
的
に
照
ら
し
、
適
正
か
つ
効
率
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

最
後
に
、
令
和
六
年
度
の
青
森
県
公
営
企
業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
で
す
。 

 

令
和
六
年
度
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
、
青
森
県
下
水
道
事
業
会
計
、
青
森

県
病
院
事
業
会
計
の
決
算
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
監
査
基
準
に
準
拠
し
、
適

法
性
、正
確
性
、事
業
運
営
の
経
済
性
、公
共
の
福
祉
の
増
進
な
ど
に
重
点
を
置
き
、

実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

 

審
査
の
結
果
、
決
算
書
類
等
は
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
、
令
和
六
年
度

の
経
営
成
績
と
本
年
三
月
末
現
在
の
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
い
た
し
ま
し
た
。 

 

企
業
会
計
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
厳
し
い
経
営
環
境
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
引

き
続
き
、
経
営
の
安
定
・
効
率
化
、
未
収
金
の
縮
減
な
ど
、
持
続
可
能
な
経
営
基
盤

の
確
立
、
強
化
に
努
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

決
算
審
査
の
概
要
の
御
報
告
に
つ
い
て
は
、
以
上
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◎ 

議

会

報

告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

議
会
報
告
と
し
て
、
第
一
号
「
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
、

第
二
号
「
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
、
第
三
号
「
令
和
六
年
度
青
森
県
中

小
企
業
振
興
基
本
条
例
に
基
づ
く
年
次
報
告
に
つ
い
て
」
、
第
四
号
「
二
〇
二
五
年

度
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
点
検
評
価
報
告
書
に
つ
い
て
」
、
第
五
号
「
平
成
二
十
一
年

九
月
第
二
百
五
十
九
回
定
例
会
議
案
第
二
十
二
号
「
権
利
の
放
棄
の
件
」
に
対
す
る

附
帯
決
議
に
基
づ
く
報
告
に
つ
い
て
」
、
第
六
号
「
令
和
六
年
度
青
森
県
内
部
統
制

評
価
報
告
書
及
び
令
和
六
年
度
青
森
県
内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査
意
見
書
に
つ

い
て
」
、
第
七
号
「
議
員
派
遣
の
結
果
に
つ
い
て
」
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
配
付
し
て
お
り
ま
す
。
《
議
会
報
告
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
の
別
添
は

登
載
省
略
》 
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◎ 

議

長

休

会

提

議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 

本
職
よ
り
提
議
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
議
案
熟
考
の
た
め
、
明
十
八
日
、
十
九
日
及
び
二
十
二
日

の
三
日
間
休
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
工
藤
慎
康
） 
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
さ
よ
う
決
定
い
た

し
ま
し
た
。 

 

な
お
、
二
十
日
及
び
二
十
一
日
は
県
の
休
日
で
す
か
ら
休
会
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
を
も
っ
て
本
日
の
議
事
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

九
月
二
十
四
日
は
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
本
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
は
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。 

午
前
十
一
時
十
分
散
会 

              

  


